
 

 

議案第４８号 

 

   山都町へき地保育所条例の一部改正について 

 

山都町へき地保育所条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

平成２９年６月８日提出 

 

山都町長 梅 田  穰 

 

 

（提案理由） 

 御所へき地保育所を閉所するため山都町へき地保育所条例の一部を改正する必要

があります。 

 これが、この議案を提出する理由です。 



 

 

 山都町へき地保育所条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成  年  月  日 

 

山都町長 

 

山都町条例第  号 

   山都町へき地保育所条例の一部を改正する条例  

 山都町へき地保育所条例（平成１７年山都町条例第９０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１御所へき地保育所の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

山都町へき地保育所条例(平成17年山都町条例第90号)新旧対照表 

 

現行 

名称 位置 

御所へき地保育所 山都町御所3821番地1 

小峰へき地保育所 山都町小峰765番地 

 

改正後（案） 

名称 位置 

小峰へき地保育所 山都町小峰765番地 

 


